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●国民健康保険税
（普通徴収） 【第7期】

●後期高齢者医療保険料
（普通徴収）　【第7期】

●介護保険料（普通徴収）
　　　　　　 【第7期】

●問い合わせ／収納係

今月の税の納期

1月25日（木）までに
必ず納めましょう

問い合わせ

木工センター
52-3451
林政係

税

問い合わせ

資産税係

　

4
月
以
降
の
接
種
は
有
料
と
な
り
、
65

歳
以
上
の
人
を
対
象
と
し
た
接
種
の
予
定

で
す
の
で
、
接
種
を
希
望
す
る
人
は
、
3

月
末
ま
で
に
接
種
し
ま
し
ょ
う
。

　

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

予
約
サ
イ
ト
で
の
予
約
受
け
付
け
は
、
12

月
27
日
で
終
了
し
ま
す
。

　

令
和
６
年
１
月
４
日
か
ら
の
予
約
受
け

付
け
は
、
健
康
推
進
係
で
行
い
ま
す
。

償
却
資
産
の
申
告
は

忘
れ
ず
に

　

令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
で
、
町
内
に

償
却
資
産（
事
業
用
資
産
）を
所
有
し
て
い

る
場
合
、
所
有
資
産
を
町
へ
申
告
す
る
こ

と
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

期
日
ま
で
に
忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

【
償
却
資
産
と
は
】

　

個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
事
業
に
使
用
し

て
い
る
機
械
・
器
具
・
備
品
な
ど
の
資
産

で
、
減
価
償
却
費
な
ど
が
所
得
税
法
ま
た

は
法
人
税
法
の
計
算
上
、
必
要
な
経
費
な

ど
に
算
入
さ
れ
る
も
の※

そ
の
う
ち
、
取

得
価
額
が
少
額
で
あ
る
資
産
を
除
く

【
申
告
の
対
象
資
産
】

▽
構
築
物（
舗
装
路
面
、
門
、
看
板
な
ど
）

▽
機
械
お
よ
び
装
置
（
漁
業
用
機
械
、
農

業
用
機
械
な
ど
）

▽
船
舶（
漁
船
、
作
業
船
な
ど
）

▽
車
両
お
よ
び
運
搬
具
（
大
型
特
殊
自
動

車
、
貨
車
な
ど
）

▽
工
具
、
器
具
お
よ
び
備
品
（
パ
ソ
コ
ン
、

応
接
セ
ッ
ト
、
エ
ア
コ
ン
な
ど
）

▽
太
陽
光
発
電
設
備
（
事
業
用
と
し
て
使

用
し
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
発
電
量
の
全

量
を
売
電
し
て
い
る
場
合
）

●
申
告
期
日
／
１
月
31
日V

親
子
で
木
工
工
作
を

体
験
し
ま
せ
ん
か

　

木
工
セ
ン
タ
ー
の
1
月
工
作
月
間
で
は
、

『
干
支
の
置
物
』、『
車
の
お
も
ち
ゃ
』や『
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ス
タ
ン
ド
』
を
作
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。　

　

町
内
在
住
の
小
学
生
お
よ
び
中
学
生
は
、

土
曜
日
に
木
工
セ
ン
タ
ー
を
使
用
す
る
場

合
、
使
用
料
が
免
除
と
な
り
ま
す
の
で
、

冬
休
み
の
工
作
に
利
用
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
期
間
／
１
月
4
日B

か
ら
31
日V

（
月

曜
日
お
よ
び
祝
日
の
翌
日
を
除
く
）

●
場
所
／
木
工
セ
ン
タ
ー

●
時
間
／
９
時
30
分
か
ら
15
時
30
分

●
材
料
費
／
１
作
品
分
ま
で
無
料
（
使
用

料
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
）

●
申
し
込
み
／
希
望
日
を
決
め
て
、
希
望

日
の
3
日
前
ま
で
に
、
木
工
セ
ン
タ
ー
か

林
政
係
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

※
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴

役場や金融機関での窓口納付、
口座振替、コンビニ納付、ス
マホ決済アプリなどが利用可
能となっておりますので、都
合の良い納付方法をお選びく
ださい。
スマホ決済アプリやeL-QRま
たはeL番号での電子納付を利
用した場合、領収書は発行さ
れません。
領収書が必要な人は、他の納
付方法をご利用ください。

木
工
セ
ン
タ
ー

※10万円以下の過料の対象になる場合があります※10万円以下の過料の対象になる場合があります

来年来年の 4 月 1 日から日から
　　  　相続登記が義務化されます！相続登記が義務化されます！
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